
 

 

 

 

 

 

 

謹 賀 新 年 
旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます 

本年もよろしくお願い申し上げます  平成２７年  

 

 

＜専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する

特別措置法の概要＞ 

平成２５年の臨時国会で成立した国家戦略特別区域

法の規定等を踏まえ、有期の業務に就く高度専門的知 

識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に

基づく無期転換申込権発生までの期間（※）に関する

特例を設けるもの。 施行期日平成２７年４月１日 

（※） 同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返

し更新されて通算５年を超えた場合は、労働者の申込

により、無期労働契約に転換できる。（労働契約法第

１８条） 

＜主な内容＞ 

① 特例の対象者 

Ⅰ）「５年を超える一定の期間内に完了することが予

定されている業務」に就く高度専門的知識等を有

する有期雇用労働者 

Ⅱ） 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 

② 特例の効果 

特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換

申込権発生までの期間（現行５年）を延長 

→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととす

る。 

①Ⅰの者： 一定の期間内に完了することが予定され

ている業務に就く期間（上限：１０年） 

②Ⅱの者： 定年後引き続き雇用されている期間 

※特例の適用に当たり、事業主は、 

①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を

図る機会の付与等 

②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職

場環境に関する配慮等 

の適切な雇用管理を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜所得区分の変更＞ 

医療費の自己負担額が高額になった場合に適用され

る健康保険の「高額療養費」ですが、平成２７年１月

診療分より、７０歳未満の被保険者の所得区分が従来

の３区分から５区分に変更になります。 

これにより、標準報酬月額が５３万円以上の被保険者

（被扶養者も含む）の個人負担限度額が引き上げられ、

従来に比べて負担増となります。一方で、標準報酬月

額が２６万円以下の被保険者であって市区町村民税

が非課税ではない人の場合は、新たに区分が設けられ、

従来に比べて負担が軽減されることになりました。 

＜限度額適用認定証＞ 

７０歳未満の健康保険被保険者や被扶養者が、入院や

外来診療で医療費が高額になると見込まれる場合に、

あらかじめ交付された限度額適用認定証を保険証と

併せて医療機関の窓口に提示すると、１ヶ月の窓口で

の支払いが自己負担限度額までとなりますが、今回の

所得区分の変更に伴い、１月１日から限度額適用認定

証（限度額適用・標準負担額減額認定書）の区分表記

が変更になります。このため、１月１日以降は以前の

区分表記の限度額適用認定証は使用できなくなり、改

めて限度額適用認定証の交付を「協会けんぽ」または

「健康保険組合」に申請する必要があります。 
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無期転換ルールの特例法（平成２７年４月） 

 

高額療養費が変更（平成２７年１月） 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

労使間トラブルの相談 （急増中） 

就業規則等の人事制度構築 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 


